
第８７号議案 

 

     一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部を改正す

る条例設定について 

 

 一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり

設定するものとする。 

 

  令和２年９月４日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部を改正する条例 

一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例（昭和２８年八王子市条例第２４号） 

の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

   附 則    附 則 

 （施行期日）  

１ （略）   （略） 

 （特殊勤務手当の特例）  

２ 第３条の規定にかかわらず、職員が、新

型コロナウイルス感染症（病原体がベータ

コロナウイルス属のコロナウイルス（令和

２年１月に、中華人民共和国から世界保健

機関に対して、人に伝染する能力を有する

ことが新たに報告されたものに限る。）で

あるものに限る。以下同じ。）に係る業務

（次の表の中欄に規定する業務に限る。）

に従事したときの特殊勤務手当の種類、支

給範囲及び支給額は同表に定めるところに

よる。 

 

   手当の種類 支給範囲 支給額   

 危険業務手

当 

⑴ 医師、看護師

（准看護師を含

む。）その他の

職員（市長が指

定する者に限

る。）が、新型 

日額又は１

勤務 ３，

０００円 

  



  コロナウイルス

感染症に係る患

者の治療、看護

その他の業務又

は当該感染症の

病原体その他こ

れに準ずるもの

（市長が指定す

る も の に 限

る。）に接触す

る業務に従事し

たとき。 

   

  ⑵ 職員（前項に

規定する職員を

除く。）が、新

型コロナウイル

ス感染症から市

民の生命及び健

康を保護するた

めに行われた措

置に係る業務で

あって市長が指

定するものに従

事したとき。 

日額又は１

勤務 ２，

０００円 

  

３ 前項の規定は、令和３年１月３１日まで

の間で市規則で定める日限り、その効力を

失う。 

 

  

  
   附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職員の特殊勤

務手当支給に関する条例附則第２項の規定は、令和２年１月２４日から適用する。 

 


